
事 項
明治 22. 4市制施行、面積１０．４０ｋ㎡、人口９４，２０９人

33. 3伝染病隔離所設置（桃畠町地内）
5野田山墓地市営となる

35. 2伝染病隔離所を市立桜木病院に改称、茶畠１の小路地内に設置（伝染病発生時
のみ開設）

36. 4市立桜木病院（伝染病院）常時開設となる
40.10火葬場市営となる（泉・長田・談議所の各火葬場）
44. 9市営と畜場開設（仙人町地内）

大正 6. 5市立桜木病院で結核患者の診療を開始
15. 8市談議所火葬場（重油）開所、長田火葬場廃止

昭和 3. 4市立金沢病院開院（寺町１丁目地内）病床６９床
4.10西泉火葬場開所
5. 6市営と畜場建設（市内仙人町から石川郡押野村太郎田地内に移転）
19.10石川県金沢健康相談所、健康保険相談所、簡易保険相談所の三者が合併し、石

川県金沢保健所を開設（金沢市殿町６５番地）
23. 4優性保護法により優性保護相談所開設

5金沢市産院設置（本多町３丁目地内）病床５０床
9保健所法改正に伴い金沢市は政令市となり、石川県金沢保健所が金沢市に移管
（金沢市保健所開設）

24. 8石川県成年健康調査条例により成年健康調査開始
25. 4市立金沢病院を金沢市民病院に改称、市立桜木病院を市民病院附属伝染病院に

改める
26.12金沢市結核診査協議会設置
29. 3金沢市保健所運営協議会設置
30. 6周辺町村の金沢市編入による所管区域の広がり（３０３．７６ｋ㎡）と３０万人近く

なった人口に対処し、あらたに金沢市中央保健所を開設（金沢市下本多町６番丁
２２番地）
金沢市保健所を殿町保健所に名称変更
7金沢市産院を市民病院附属産院に改称

32. 5殿町保健所を彦三町２丁目１２番１２号に移転し、殿町保健所を彦三保健所に名
称変更

34. 5金沢市簡易水道補助事業開始
8市民病院を総合病院金沢市立病院と改称し、平和町３丁目７番３号の現在地に移
転、診療開始（病床２００床）
市営と畜場完成（７，５９１㎡）

36. 4保健所法により３歳児健康診査事業開始、併せてツベルクリン注射、ＢＣＧ予防接
種実施
百日咳、ジフテリア定期予防接種実施
ポリオ定期予防接種実施（有料）
厚生部を衛生部に改組
5金沢市立加賀朝日町診療所開設

37. 4成人病相談開始
39. 4衛生課に予防係を設置（２係→３係）

市立病院に地方公営企業法財務規定等の一部適用
40. 4環境食品係を環境衛生係の２係に分離

6伝染病床８０床となる
8母子保健法の制定
精神衛生法改正

41. 4金石町火葬場廃止（７５０．４１㎡）

年 ・ 月
保健衛生関係年表



事 項年 ・ 月
昭和 41.12栗崎町火葬場廃止（６５４．５４㎡）

42. 4ＢＣＧ予防接種の実施方式が皮内注射から管針（ハンコ方式）に変更
9大野町火葬場廃止（９９．００㎡）

45. 4保健所の機構改革により一室２課（事務室、保健予防課、生活環境課）設置
46. 4機構改革により公害センターを設置、公害対策課（調査係、監視指導係）、検査課

の２課をおく
休日急病診療医制度補助事業開始
結核予防法による一般住民結核検診に併せて循環器検診開始
腸チフス・パラチフス定期予防接種廃止
7奥卯辰山墓地公園開設

47. 4心臓病治療費助成事業開始（５０，０００円／１人）
３歳児健診における自閉症問診票調査事業開始
ポリオ定期予防接種無料化

48. 4乳児医療費助成事業開始
妊婦・３歳未満児健康診査事業開始
金沢・健康を守る市民の会補助事業開始
保健所事務室を庶務課に、生活環境課を衛生指導課にそれぞれ改称
妊婦・乳幼児健康診査を開始、医療機関に委託
母子健康手帳に母子保健制度のお知らせ欄を新設、妊婦・出生連絡票、乳児医
療証及び妊産婦、乳幼児健康診査表を綴り込むなど改訂
6金沢市役所支所・出張所に保健ステーション開設
7乳児医療費助成事業中、外国人登録法第４条に登録されている乳児を追加
12金沢市公衆浴場施設整備資金利子補給事業開始

49. 3泉野保健所・公害センター合同庁舎落成（中央保健所から泉野保健所に名称変
更）
結核予防法の一部改正により、児童生徒の定期健康診断回数を削減
4産婦健康診査を開始、医療機関に委託
10大腿四頭筋短縮症検診実施
11畜犬センターを長田町より高柳町１０－９へ新築移転

50. 4身体障害児療育指導事業として肢体相談ならびに心臓相談開始
特定疾患の治療に要する経費の一部助成支給基準（内規）に基づき、同疾患の助
成事業開始

51.2 痘そう予防接種廃止
51. 3金沢市上水道普及補助事業開始
4金沢市不良排水溝改良費補助事業開始
「老人入浴デー」事業補助開始
発達遅滞児対策として７ヵ月アンケート送付と健診事業開始
精神衛生法により精神衛生相談開始
精神患者クラブ事業開始（彦三保健所）

52. 4子宮がん車検診事業開始
10予防接種法により風疹予防接種開始（対象は中学３年女子）
身体障害児療育指導事業として聴覚相談開始

12先天代謝異常スクリーニング検査事業開始
53. 1１歳６ヵ月児健康診査事業開始

「金沢市健康体系基本構想・金沢市立病院の発展構想」について、金沢市健康体
系懇談会より報告

53. 4金沢市保健審議会設置
元町保健所新築移転（彦三保健所から元町保健所に名称変更）
休日歯科診療医制度補助事業開始
休日保険薬局制度補助事業開始



事 項年 ・ 月
昭和 53. 4泉野保健所に結核成人病対策室を設置

在宅ねたきり老人訪問指導事業開始
ダウン症相談事業開始（泉野保健所）
9石川県金沢食肉流通センター開設（５４，２４９㎡）

54. 2風疹予防接種対象を中学２年女子に変更
新予防接種法により麻疹予防接種開始
3五郎島町火葬場廃止（１９㎡）
4石川県金沢食肉流通センターを元町保健所衛生指導課の所轄とする
5公害センターに大気汚染監視オンラインシステムを導入
7初の“光化学スモッグ注意報”発令
11金沢市保健審議会委員数増員（１０名→１５名）

55. 4元町保健所衛生指導課に、と畜検査業務を担当する食肉検査室を設置
財団法人金沢総合健康センター設立
母子保健法により３か月児健康診査事業開始、併せてツベルクリン注射・ＢＣＧ予
防接種実施
6金沢市公衆浴場太陽熱利用温水設備費補助事業開始
9先天性代謝異常スクリーニングにクレチン症を加える

56. 4遺伝相談事業開始
金沢市公衆浴場経営安定助成費補助事業開始
金沢市公衆浴場基幹設備補助事業開始
9三種混合個別予防接種（ジフテリア、百日咳、破傷風）を市立病院に委託実施

57. 4畜犬センターを小動物管理センターに名称変更
土曜夜間在宅当番医制度補助事業開始
救急医療推進助成補助事業開始
5金沢総合健康センター開所
病院群輪番制補助事業開始（対象輪番病院数１１）

12金沢市保健審議会委員数増員（１５名→２０名）、審議事項に老人保健法に係る保
健事業に関する事項を追加

58. 4泉野保健所結核成人病対策室を老人保健対策室に改称
老人保健法により老人保健事業開始（健康教育、健康相談、健康診査、訪問指
導、健康手帳の交付等）
すこやか検診開始
特定年齢胃がん検診事業開始および胃がん車検診事業開始
特定年齢子宮がん検診事業開始
保健事業推進費補助事業開始
公衆浴場「おゆやさんの日」事業補助開始

10金沢市立病院改築マスタープラン着手
11「野田山墓地環境保全懇話会」は市営野田山墓地の将来像についての提言をまと
める

59. 3金沢市立病院併設伝染病隔離病舎の広域利用を実施（利用区域２市９町５村）
4家庭看護教室事業開始
成人病予防食事講習会事業開始
要観察者事後相談事業開始
特定年齢乳がん・甲状腺がん検診事業開始および乳がん・甲状腺がん車検診事
業開始

60. 1神経芽細胞腫検査事業開始
6Ｂ型肝炎母子感染防止対策事業開始

61. 3金沢市立加賀朝日町診療所廃止
4保健所庶務課を事務室に改称
精神衛生法により老人精神衛生相談及びアルコール依存症相談開始



事 項年 ・ 月
昭和 62. 1エイズ相談事業開始（ＨＩＶ抗体検査）

4機構改革により公害センターを廃止、公害対策課と検査課は保健公害部に改組
検査課は泉野・元町保健所検査室と統合し、衛生検査課と改称する
すこやか検診に「基本健康診査」の方式を導入

63. 4特定年齢肺がん検診事業開始
１歳６か月児健康診査事業に心理相談員を導入
在宅ねたきり老人訪問指導事業に作業療法士を導入
6金沢市立病院竣工、開業、保健公害部より独立、部に昇格

平成 元. 1先天性代謝異常スクリーニングに先天性副腎過形成症を加える
3母と子の遊びの教室開始（たんぽぽ園との協力事業）
4大腸がん検診事業開始
ＭＭＲ（麻疹、風疹、流行性耳下腺炎）予防接種開始
公衆浴場経営安定補助事業および「おゆやさんの日」補助事業を廃止し「市民銭
湯まつり」事業開始

2. 4三種混合（ジフテリア、百日咳、破傷風）の第Ⅰ期を医療機関委託
肺がん集団検診事業開始
8野田山墓地無縁墳墓整理事業に着手
10東部斎場（仮称）の建設工事に着手
3. 1３歳児健康診査に視・聴覚検査の精密検査を導入
2金沢市保健所整備構想について提言まとまる
3支所、出張所での保健ステーション健康相談事業の中止
4保健公害部を保健環境部に改称
特定年齢肝臓検診および特定年齢歯科検診事業を開始
奥卯辰山墓地公園の墓域を増設（２５１区画）
犬の鑑札・注射済票等の引渡し業務を獣医師会に委託

10末広墓地無縁墳墓を整理
野田山墓地の本格的整備に着手（１０ヶ年計画）

4. 4三種混合Ⅱ期及び二種混合を医療機関に委託
集団検診に「基本健康診査」の方式を導入
乳児医療費助成の対象年齢拡大（１歳児まで）
7金沢市東斎場開所、鳴和火葬場廃止
12駅西保健所（仮称）の建設工事に着手
ＨＩＶ抗体無料検査デー（１２／１－１２／３）

5. 3３歳児健康診査での視・聴覚検査の精密検査を中止し、医療機関委託とする
4内川墓地公園（仮称）の建設工事に着手
金沢市南斎場の建設工事に着手
5ＭＭＲ（麻疹、風疹、流行性耳下腺炎）予防接種の中止
11ＨＩＶ抗体無料検査デー（１１／２９－１２／３）
12ＨＩＶ抗体検査が必要であると認められる者について無料となる（１２／６～）

6. 4骨粗しょう症予防相談、アレルギー相談事業開始
ＨＩＶ抗体検査（ＨＩＶ－２抗体検査）実施
集団基本健康診査、集団肺がん検診（一部）を委託化
6金沢総合健康センター内に「金沢・老人訪問看護ステーション」設置
7「保健所法」が一部改正され「地域保健法」と名称変わる
10金沢市駅西保健所開所
環境保全課と衛生検査課が泉野保健所から駅西保健所へ移転
機構改革により、泉野・元町保健所衛生指導課が駅西保健所に統合移転される
（保健予防課→地域保健課、衛生指導課→生活衛生課に課名変更）
乳幼児医療費助成の対象年齢拡大（２歳児の入院治療費のみ）
予防接種法一部改正により、接種前全員予診実施



事 項年 ・ 月
平成 6.11駅西保健所で通所型機能訓練開始

7. 4Ｂ型肝炎母子感染防止対策事業のＨＢｅ抗体検査及びワクチン等が医療保険適
用となる
予防接種法一部改正により、予防接種の対象者及び対象年齢の拡大
新生児訪問指導の金沢市助産婦会への委託を中止
5特定年齢肺がん検診年齢拡大（７４歳まで）
日曜子育て教室開始
6婦人の健康づくり健診の開始
7南斎場の開所
10泉野保健所全面改装に着手
内川墓地公園の開所

12金沢市が中核市の指定を受ける
8. 4中核市へ移行

機構改革により保健環境部と市民福祉部が統合し福祉保健部となる
衛生課を保健衛生課に改称、食肉検査所を保健衛生課の所管とする
泉野保健所内に「金沢・訪問看護ステーション泉野」を併設
基本健康診査にＨｂＡ１ｃ検査追加
特定年齢子宮がん検診の年齢拡大（５１～５４歳）
三種混合ワクチン（Ⅰ期初回）接種年齢の引下げ（３か月児）
5日本脳炎予防接種（Ⅰ期）を医療機関委託
6妊婦健康診査（医療機関委託）に超音波検査を追加（出産予定日が３５歳以上の
者）
7食肉検査所及び小動物管理センター造成工事開始
8骨粗しょう症健康診査（医療機関委託）事業開始
「Ｏ－１５７ホットライン」電話回線開設
駅西福祉保健フェスタ開始

10泉野保健所を改築し開所（デイサービス施設、子育てセンター等併設）
３歳児健康診査事業において聴覚検査実施

9. 1難病患者等居宅生活支援事業開始
4機構改革により、３保健所（泉野・元町・駅西保健所）を１保健所（金沢市保健所）と
３福祉保健センター（泉野・元町・駅西福祉保健センター）とする。３福祉保健セン
ターには、総合相談窓口を置く
駅西福祉保健センター内に子育てセンターを併設
特定年齢基本健康診査、肺がん検診および子宮がん検診の年齢拡大（５６～５９
歳）
乳幼児医療費助成の対象年齢拡大（通院は２歳児、入院は３歳児まで）
思春期電話相談（専用電話設置）開始
３歳児健康診査事業に心理相談員を導入
風疹予防接種（就学前幼児）の医療機関委託
7駅西福祉保健センター内に「金沢・訪問看護ステーション駅西」を併設
8在宅要介護者訪問歯科保健事業開始
精神障害者家族ピアカウンセリング事業開始
9泉野福祉保健フェスタ開始
12骨髄提供希望者登録推進事業開始

10. 2元町福祉保健センター改修（一部増築）工事に着手
4風疹予防接種年齢の引下げ（１２か月児）
子どもの事故防止コーナーを各福祉保健センターに設置
特定年齢胃がん検診、大腸がん検診および子宮がん検診の年齢拡大（胃がん・大
腸がんは５６～５９歳、子宮がんは３１～３４歳）
在宅難病患者地域支援対策推進事業開始



事 項年 ・ 月
平成 10. 7特定疾患（４５疾患）対象に、実態・ニーズ調査実施

11元町福祉保健センターを改修し開所（デイサービス施設、子育てセンタ一等併設）
11. 2在宅難病患者および家族に対する療養相談会の開始
4泉野福祉保健センターに金沢市泉野お年寄り介護相談センター（基幹型）を併設
子育てホットライン事業を各福祉保健センターで開設
未熟児教室、多胎児教室の開設
「伝染病予防法」、「性病予防法」、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」
廃止、新たに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」制
定、施行
日本脳炎予防接種（Ⅱ・Ⅲ期）の医療機関委託
妊婦歯科健康診査事業を開始（歯科医師会へ委託）
特定年齢肝臓検診の年齢拡大（５６～５９歳）
未熟児等養育医療事業、身体障害児育成医療事業、小児慢性特定疾患治療研
究事業を保健所保健推進課の所管とする
5金沢市健康危機管理対策要綱策定
10元町、駅西福祉保健センターに金沢市元町、駅西お年寄り介護相談センター（基
幹型）を併設
泉野、元町、駅西福祉保健センターに介護保険事業の窓口を設置
精神障害者訪問介護試行事業を開始
元町福祉保健フェスタ開始

12. 4保健所の総務企画課を保健推進課に統合
３福祉保健センターの地域福祉保健課名を廃止
老人医療費及び心身障害者医療費事務を保健衛生課の所管とする
食肉検査所を新築開所し、保健所生活衛生課の所管とする
小動物管理センターを保健所生活衛生課の所管とする
外環状道路鈴見新庄線築造に係る野田山墓地一部移転事業に着手
乳幼児医療費助成の対象年齢拡大（入院は４歳児まで）
いきいき健康まちづくり事業開始
介護保険認定訪問調査の開始
特定年齢前立腺がん検診および特定年齢聴力検診事業開始
介護家族訪問健康診査事業開始
特定年齢歯科検診の年齢拡大（４６～５５歳）
特定年齢骨粗しょう症検診の年齢拡大（６０歳）
5ポリオ予防接種（ワクチンＬｏｔ３９）の健康被害疑いにより一時中止、１０月再開
性感染症（ＳＴＤ）予防出前講座開始（児童・生徒を対象に学校を巡回）
6性感染症相談事業開始
介護保険更新申請訪問調査の開始
9父と子のふれあい教室を各福祉保健センターで実施
10産後ママヘルプサービス事業を開始
３歳児の休日健康診査のモデル実施

11介護家族支援事業（訪問、教室）を開始
13. 4機構改革により、東斎場及び南斎場を市民課の所管とする

国の第３次国民健康づくり運動である「健康日本２１」を受け、「金沢健康プラン」の
作成に着手
乳がん検診にマンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影）を導入
基本健康診査に「尿酸検査」を追加
米国・ドイツ・パキスタン等で炭疽菌によるテロ事件発生（日本でも白い粉騒動）

5～10保健所で、Ｃ型肝炎相談事業を開始
8移動献血併行型骨髄ドナー登録事業開始
12高齢者インフルエンザ予防接種開始



事 項年 ・ 月
平成 14. 3思春期電話相談（専用電話）事業終了

4機能訓練を駅西福祉保健センターで一元化実施（直営分）
特定年齢肝臓検診の年齢変更（４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０歳）
集団検診に肝臓検診導入
特定年齢胃がん検診にペプシノゲン検査を導入
5特定感染症検査等事業の中でＣ型肝炎相談、検査実施

7～9風しん予防接種経過措置者に対する個別接種開始（Ｓ５４．４．２～Ｓ６２．１０．１生
れ）

7母子健康手帳改正
10乳幼児医療費助成の対象年齢拡大（就学前まで）
老人保健制度改正

11麻しん予防接種を１歳誕生日に接種できるように１１か月児に通知
15. 1ひとり親家庭等医療費助成事業開始
3金沢健康プラン策定
ＳＡＲＳが北京、香港等で流行
4機構改革により、福祉保健部内に健康推進局を設置
金沢健康プラン具現化事業開始
肝臓検診に要指導者等検診導入
乳がん検診でマンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影）の年齢拡大（特定年齢は４０、４５歳、
集団は４０～４９歳）
いきいき健康まちづくり事業の地区拡大（３センター新規３地区）（具現化事業）
「高齢者簡単手作りレシピ集」作成
精神障害者社会復帰相談事業縮小（週１回→月１回）
６９歳医療費助成を廃止
5壮年期健康づくり事業開始（具現化事業）
健康度評価推進事業（元町福祉保健センターで試行）開始（具現化事業）
こころの健康づくり事業（ストレスコントロール教室）開始（具現化事業）
7夜間エイズおよび性感染症相談の実施
ウィズベビーネットワーク事業開始（具現化事業）
産婦健康診査（医療機関委託）にエジンバラ産後うつ病自己評価票（ＥＰＤＳ）を導
8医療相談窓口を保健所に開設
9機能訓練事業（福祉保健センター直営分）終了
８０２０運動推進員養成

10４０歳未満者の肝炎ウイルス検査実施
11神経芽細胞腫検査事業休止
健康づくりサポート店募集開始

16.1～3山口県、大分県、京都府の養鶏場等で高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１型）
3小動物管理センターを才田町で新設（４月オープン）
「金沢ウォーキングマップ｣作成
4不妊治療費助成事業開始
３福祉保健センターの「子育てセンター」を廃止し、「こども広場」として創設、「こど
も広場事業」となる。
歯っかり食べよう教室開始（「幼児食教室」及び「母と子の歯の教室」を改変）
安心出産育児支援ネットワーク事業（ウィズベビーネットワーク事業を改称）
１０代ママパパ教室開始
外国人ママパパ教室開始
聴覚相談を駅西福祉保健センターで一元化実施
妊婦教室を廃止し、日曜子育て教室に一元化
泉野・元町福祉保健センターの「母と子の遊びの教室」を廃止
母子健康手帳をＢ６版からＡ６版にサイズ変更



事 項年 ・ 月
平成 16.4母子保健のしおり（母子保健制度のおしらせを改称）の内容を見直す

精神障害者社会復帰相談事業（自主活動の支援）
うつ病の予防と普及活動の推進事業開始
特定年齢乳がん検診でマンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影）の年齢拡大（４０歳代の対象
年齢４０、４２、４４、４６、４８歳）
特定年齢子宮がん検診にヒトパピローマウィルス検査を導入
特定年齢歯科検診の年齢拡大（６０、６５、７０歳）
甲状腺がん検診を廃止
欠食予防対策事業（簡単朝食レシピ集作成）
産後ママヘルプサービス拡充（出産退院後１ヶ月間で１０回→２ヶ月間で２０回、双
子以上の出産の場合３ヶ月間で２５回→産後１年間で２５回）
6結核予防法の一部改正
5喫煙習慣改善サポート事業開始
健康度評価推進事業を３福祉保健センターで拡大実施
9「和光の郷」を野田山墓地入口に建立
12フィブリノゲン製剤製剤納入先の公表にかかるＣ型肝炎相談・検査開始
ＨＩＶ抗体即日検査実施（世界エイズデー関連行事）
野田山墓地一部移転事業完了

17.1駅西こども広場えほんルーム開所
4機構改革により、福祉保健部健康推進局を福祉健康局健康推進部、保健所の保
健推進課を地域保健課、同じく生活衛生課を衛生指導課、福祉保健センターを福
祉健康センター、福祉と保健の総合窓口を福祉と健康の総合窓口と名称変更し、
東斎場及び南斎場を保健衛生課の所管とする
金沢市における墓地等の経営の許可等に関する条例施行
結核予防法の改正施行（結核検診の対象年齢を１５歳以上から６５歳以上に引き
上げ、ＢＣＧ予防接種の接種対象年齢を生後６か月未満に短縮）
壮年期健康づくり事業、生活習慣改善事業、喫煙習慣改善サポート事業を見直
し、かなざわ健康塾(ライフステージに応じた保健事業の展開)事業開始
在宅要介護者歯科保健推進事業を廃止し、在宅要介護者訪問口腔衛生指導事業
伝統食による健康食文化推進事業開始
小児慢性特定疾患治療研究事業の制度改正（医療費の公費負担に所得制限導
入等、生活支援事業として小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業、小児慢
性特定疾患児ピアカウンセリング事業開始）
臨床研修医受け入れ開始（初年度は１４人）
安心出産育児支援ネットワーク事業を拡大（すくすく母乳育児支援事業）
特定年齢乳がん検診でマンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影）の年齢拡大（５０歳代の対象
年齢５０、５２、５４、５６、５８歳）
すこやか検診及び集団検診で３０代に実施していた視触診のみの乳がん検診を廃
骨粗しょう症検診の年齢拡大（６５、７０歳）
聴力検診の実施期間拡大（６～８月を５～８月に）
子育て支援医療費助成の対象年齢拡大（児童の入院医療費）
寝たきり老人等医療費助成を廃止

17.4リアルタイムPCR機を導入（ノロウイルス検索）
5厚生労働省からの勧告を受けて、当分の間日本脳炎予防接種の積極的勧奨を見
合わせる
6茨城県水海道市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ２型）発生
7日本脳炎定期予防接種のうち第３期（中学校３年）予防接種の廃止
心神喪失者等医療観察法施行
9乳幼児身体発育調査（矢木・暁町）



事 項年 ・ 月
平成 17.9厚生労働省（Ｈ１７．７．２９）通知を受け麻疹・風疹予防接種の接種券交付済みの

うち未接種者に対し勧奨個別通知
11金沢健康プラザ大手町開館
歯科実態調査（矢木・暁町）

12新型インフルエンザ対策行動計画策定（厚生労働省）
18.4障害者自立支援法施行

ライフステージ別こころの健康づくり事業開始
子宮がん検診の年齢拡大（２０歳～）するとともに受診間隔を隔年とする
聴力検診の実施期間拡大（５～８月を５～１０月に）
特定年齢緑内障検診事業を開始（対象者　４０，４５，５０歳）
地域支援事業としての介護予防事業（特定高齢者施策・一般高齢者施策）を開始

麻疹風疹混合予防接種（MRワクチン）が定期予防接種（一類）に追加され、麻疹及
び風疹予防接種は任意の予防接種となる
麻疹及び風疹予防接種の経過措置実施
風疹ワクチン不足に伴う行政措置予防接種実施
認知症関連事業（もの忘れ相談、パンフレット作成、予防教室）の開始
6ＨＩＶ検査普及週間（６／１～６／７）が創設
麻疹風疹混合予防接種（MRワクチン）２期対象要件拡大され、麻疹及び風疹の単
抗原ワクチンが定期予防接種に追加
7LC/MS/MS（液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計）の導入

　　8障害者医療費助成制度改正（所得制限を導入）
　　9特定高齢者介護予防事業（運動器、低栄養予防、口腔機能向上）の開始
　 10老人保健制度改正

不妊治療費助成事業の拡充（一般不妊治療）
自殺対策基本法施行

介護保険法の改正に伴い、６５歳以上の基本健康診査受診者を対象に生活機能
評価事業（介護予防対象者把握事業）を開始


